
会議の名称

出  席  者

平成29年4月からの指定管理者の選定について 政策経営部

玉川総合支所庁舎・区民会館改築基本設計について 玉川総合支所

備　　考

所  管  課
(会議録作成所管) 政策経営部　政策企画課

会　議　録

平成28年4月19日開催　政策会議

開催日時
平成28年4月19日（火曜日）　午前9時00分から

                         　午前10時00分まで

区長、板垣副区長、宮崎副区長、教育長、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川総合支所
長、砧総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、地域行政部長、総務部長、区長室長、保
健福祉部長、都市整備部長、会計管理者、教育次長、区議会事務局長
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【意見等】
＜老人休養ホームふじみ荘＞
・改修・改築工事を検討しているため、指定期間を平成29年4月1日から1年間とし、今後
の施設のあり方について検討を進めるとの説明があった。
・アスベスト対策の規定が変更されたことに伴う費用増がどの程度か分析すること。
＜区営・区立住宅＞
・公共施設としての住宅は、福祉施策と住宅施策を併せた事業が必要であるが、民間事業
者でそうした事業は可能であるかとの質問に対し、民間事業者が、建物の維持管理だけで
なく福祉サービスと併せた業務を担うという状況が増えてきており、近年実績やノウハウ
が蓄積されているため、事業者選定にあたっては、単に住宅の修繕・保全などの維持管理
の観点だけでなく、そうした福祉サービスの観点も重視し、総合的な基準により判断する
との説明があった。
・今後も指定事業が福祉施策と併せたサービスをきちんとできるようにすること。
＜経堂図書館＞
・平成29年4月から世田谷区立経堂図書館に指定管理者制度を導入することについて説明
があった。
・指定管理者候補者の選定方法について説明があった。
・項目3の表現をわかりやすくすること。

【修正事項】
・「世田谷区立経堂図書館の指定管理者の選定について」の資料について、「３．指定管
理者制度適用の理由、効果」の説明文中「無料施設であるが、」という記述を「無料施設
である。この点を踏まえ、限られた運営～」に修正する。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

【意見等】
区民会館ホールの収容人数は資料に追記すること。建設等の費用について、延べ床面積を
縮減したことを説明の上、見直しの経過を整理すること。

【審議結果】
付議事案を了承とする。

【修正事項】
区民会館ホールの収容人数と建築等の費用経過を追記する。
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